
 

新型コロナウイルス感染症 

流行に伴う面会制限について 
 

 

 

 

 

 

 

入居者様への面会 

以下のような場合は、37.5度以上の発熱や呼吸症状が無い事を確認

したうえで感染防止対策(マスクの着用、手洗い・手指消毒)を実施の

上、必要最低限の面会をお願いします。(※マスクは各自でご用意く

ださい。) 

・来荘要請があった場合 

・処置等に伴い、付き添いが必要な場合 

・受診、入院等で付き添いが必要な場合 
 

洗濯物の受け取りや状態確認などは、日中は受付事務所、

夜間・休日はインターホンにお声掛けください。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

感染対策委員会 

新型コロナウイルス感染症の県内発生に伴い、 

入居者様への感染防止のため面会は原則禁止と

させていただきます。 

お取引関係の皆様も不急不要の面会はお控えい

ただけますようお願い申し上げます。 
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